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62
利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔
軟な支援により、安心して暮らせている
（参考項目：28）

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

61
利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安
なく過ごせている
（参考項目：30,31）

59

60
利用者は、戸外の行きたいところへ出かけてい
る
（参考項目：49）

1. ほぼ全ての利用者が

利用者は、職員が支援することで生き生きした
表情や姿がみられている
（参考項目：36,37）

58
利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている
（参考項目：38）

1  自己評価及び外部評価結果

0790300065

法人名 社会福祉法人　心愛会

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号 力を入れている点
　・中庭を使って外で作業していただく支援(農作業は生活暦に直結する方が大部分である事)
　　⇒身体全体を使う(自発的に)、又、収穫の喜びに繋がる。
　・家族に本人との関わりを多く持っていただきながら、家族介護力を上げていく取組み
アピールポイント
　・職員同士が随時気付いたときにその場で意見を出し合い、課題分析していく点。
　・良い点・悪い点を言い合える点。

ハーモニー中田

67

4. ほとんどいない

職員から見て、利用者はサービスにおおむね満
足していると思う

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが

職員から見て、利用者の家族等はサービスに
おおむね満足していると思う

1. ほぼ全ての家族等が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

1. ほぼ全ての利用者が

68

4. ほとんどいない

2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが

3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

運営推進会議を通して、地域住民や地元の関
係者とのつながりが拡がったり深まり、事業所
の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

1. 大いに増えている
2. 利用者の２/３くらいが

4. ほとんどいない

職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

2. 少しずつ増えている

1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが

1. ほぼ全ての利用者が

66

4. ほとんどいない

1. ほぼ全ての利用者が

65
3. 利用者の１/３くらいが

通いの場やグループホームに馴染みの人や地
域の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度
3. たまにある 3. たまに

4. ほとんどない

57
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面
がある
（参考項目：18,38）

1. 毎日ある

64

4. ほとんどない

職員は、家族が困っていること、不安なこと、求
めていることをよく聴いており、信頼関係ができ
ている
（参考項目：9,10,19）

〒960-8253　福島県福島市泉字堀ノ内15番地の3　

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目

訪問調査日 令和4年4月13日

　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当する項目に○印

56
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向
を掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

1. ほぼ全ての利用者の 1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの

4. ほとんどできていない

2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの 3. 家族の１/３くらいと
4. ほとんど掴んでいない

63

事業所名

自己評価作成日 評価結果市町村受理日２０２２．２．２５ 令和4年5月24日

【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】
１．事業所では感染対策を取りながら、季節ごとに花見・芝桜見学・田んぼアート見学等に出かけ、利
用者の気分転換の機会となるよう支援している。
２．中庭で畑仕事をすることで利用者がこれまでの生活で培ってきた記憶を呼び起こし、意欲を高める
機会となっている。
３．町内会に加入し、地域の文化祭等に利用者と参加したり、事業所の特性を活かして認知症サポー
ター養成講座を行う等、地域の一員としての役割を担っているが、現在、コロナ禍で出来ないこともあ
る。

基本情報リンク先

郡山市中田町下枝字久保337-1所在地

ＮＰＯ法人福島県福祉サービス振興会

所在地

評価機関名

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/07/index.php

NPO法人福島県福祉サービス振興会

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/07/index.php
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自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症の
人の理解や支援の方法を、地域の人々に向けて
活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、事業所の取組内容や具体的
な改善課題がある場合にはその課題について話
し合い、会議メンバーから率直な意見をもらい、そ
れをサービス向上に活かしている

5 （4） ○市町村との連携
市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所
の実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝
えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者及び全ての職員が「指定地域密着型サー
ビス指定基準及び指定地域密着型介護予防サー
ビス指定基準における禁止の対象となる具体的な
行為」を正しく理解しており、玄関の施錠を含めて
身体拘束をしないケアに取り組んでいる

認知症サポーター養成講座の開催については、
地域包括ケア推進課の方へ、コロナ禍でも開催
が可能となるように、研修等も含めお願いした
り、介護保険給付上での不明点等についても相
談し、適正な運営ができるよう対応していた。

行政担当者には、介護保険の認定更新手続きや
事故等の報告をしたり、不明点等の問い合わせを
し、事業所の実情を伝え協力関係が築けるよう取
り組んでいる。また、コロナ禍で開催できていない
が、行政から認知症サポーター養成講座を小学
校等で開催するよう依頼があった。

法人全体で上半期・下半期の年間2回で不適切ケア
チェックを履行し身体拘束・虐待廃止の取組みを行い、
不適切ケアの軽減に努めている。又、事業所では、身
体拘束・虐待廃止委員会を設置し、事例や現況での対
応等を検討し全体で共有できるようにしている。特に前
回のデータとの比較について、わかりやすいように議
題に掲載していた。

年2回、職員全員が「不適切ケアチェックリスト」を
基に振り返り、定期的に開催される身体拘束廃止
委員会で集計結果を伝え、身体拘束をしないケア
に努めている。また、事業所内研修等により、身
体拘束による弊害の理解を深めており、日中、玄
関の鍵はかけていない。

現況、コロナ禍で地域との繋がりが以前よりも希
薄の状態となっている。ただし、町内会の加入し
ていることもあり、回覧板を置きに行ったり、近く
を通る時、パンフレット等を置きにいく時に、挨拶
や感染予防をしながらも会話をする機会としてい
る。

自治会に加入し、回覧板を届けに行ったり、
パンフレットを置きに行く時に挨拶を交わして
いる。また、感染対策を取りながら、地域の
文化祭に出品し利用者と見に行く等、交流を
続けている。さらに、災害時の協力を近隣の
方にお願いしている。

コロナ禍の為、認知症サポーターや認知症カフェの開
催が中止となり、地域へ発信していく機会が失われて
おり、実践できていない。民生委員の会議への参加も
適宜行うこともあったが、会議自体中止になることも多
く、取組み等について話すことも少なかった。

会議については、感染予防の観点から、開催自
体中止としていた。ただし、２ヶ月に一回の取り組
み状況についての資料等については、会長様の
ご自宅に出向き、説明をしながら対応できてい
た。

現在は、コロナ禍にあり書面開催で運営推進会議
を定期的に開催している。事業所から現況・活動・
事故等の報告をし、委員から意見を頂き、サービ
スの向上に活かしている。コロナ前は家族の都合
が合わず、委員として参加が無かったため、現在
も依頼していない。

基準省令により運営推進会議は行政の
代表、利用者・家族の代表、地域の代表
等の委員に参加をしてもらい開催すること
が求められている。家族代表を選ぶこと
が難しければ、家族全員に書類を送付し
書面開催で行われてはどうか。

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

事業所理念は職員全員が共有できている。
特に新人の職人には、初めのオリエンテー
ションの時に事業所理念について理解を深
めていただく機会を設けている。

理念は共有スペースに掲示しながら職員間
で共有を図っている。利用者がこれまで培っ
てきた地域社会との関係を継続しながら一人
一人の思いに沿った生活が出来るよう職員
は笑顔で支援し、実践につなげている。

ハーモニー中田 2 ＮＰＯ法人福島県福祉サービス振興会



実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又は改定等の際は、利用者や
家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を行
い理解・納得を図っている

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環境・
条件の整備に努めている

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

職員会議、GHミーティングやその他申し送り等さ
まざまな場面で、納得がいくまで話し合うようにし
ている。ただし、意見が中々言い出せない方、意
見を持たず、そのまま流されてしまう職員につい
ては、個々でさりげなく話を聞き吸い上げるよう
にしていた。

職員の意見や要望は職員会議・申送り・個別
相談等で把握しており、管理者が集約し具体
的改善に活かしている。個別面談等もあり、
出された意見や要望等も運営に反映されて
いる。

コロナ禍でもデジタル環境を整備することで、移動時間
もなく電話や紙ベースで出力していたこともデジタル上
でのやりとりやクラウドを使用して容易に情報共有・更
新等を実施できている。カオナビシステム上では個々
が自身のスマートフォンでもクラウド上で確認できること
で、目標を忘れず取り組むことが可能となり、迅速・効
率化が少しずつ整い始め質が高まってきた。

事業所内の内部研修や法人内研修でもスキルを
向上してもらうための機会を作り、現場でもすぐ
に行かせるようにしている。

成年後見制度については、勉強会の機会を
計画で設けていても、他の研修をする機会
とし実施できていない状況であった。

契約時には、重要事項説明と契約書の中で、話
しながら、「ご不明点はいかがでしょうか？」と適
宜確認する時間を設けており、不明な事があれ
ば、可能な限り即時対応している。また、リスク、
意思確認書等の説明も同時に行っている。【継
続】

コロナ禍の為、感染予防対策の観点から、
ご家族からのアンケートを取る機会があり、
それを職員と共有し、意見を反映する機会と
している。

日頃の関わりの中で利用者の意見や要望は
把握している。家族面会の際に家族の意見
を聞いたり、毎年実施している家族アンケー
トで家族の意見･苦情・要望等を把握し、集
計・分析結果は、運営に反映させている。

法人内で、上半期・下半期の2回を「身体拘束・虐待廃
止への不適切ケアチェック」について行い、その後の予
防策も含め、法人、事業所全体で虐待防止に努めてい
る。また、事業所内で、不適切なケアにつながりそうな
場面があれば、その場で個々に指導する場面もあっ
た。

ハーモニー中田 3 ＮＰＯ法人福島県福祉サービス振興会



実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

コロナ禍以前は、近隣の方【馴染みの方】のご自宅に
職員と一緒に訪れさせていただき、相互にとって
会うことが楽しみの一つになっていたが、現状感染
が終息の見通しもできず、そのようなお客様への楽し
みの一つができていない状況が続いている。他のお客
様の友人や知人が訪れても、触れあい楽しく会話する
ことも難しい状況が多かった。

利用者がこれまで大切にしてきた家族関係
や地域とのつながりを継続できるよう支援し
ている。現在、コロナ禍のため、パーテーショ
ン越し面会・オンライン面会等を実施し、利用
者の不安を解消し馴染みの関係の継続に努
めている。

フォーマル・インフォーマルな支援を両方視野に
要れ、できる限り今までの地域での繋がりが継
続できるような視点で検討している。地元ではな
い方でも地域資源を大いに活用し、協力を仰い
だりしながら支援できるように努めている。【継
続】

本人主体という考えを念頭に置き、自分で出来る
ところは時間をかけてでも行っていただき、ICFに
もとづた、できること、していること、できることに
視点を置き、家事、調理、楽しみも自発的に意欲
を持って実施できるよう支援している。【継続】

本人の状態はお手紙や担当者からの電話で随時生活
状況についてお伝えしている。本人の以前との状態の
ギャップに繋がらない状況を作っていくようにする他、コ
ロナ禍の中では、ご家族にオンラインを使い実際にお
客様と話をしていただく機会を設けることもしていた。

コロナ禍であり、勉強会については、法人内で行
う研修もZOOMで行う機会が多く、中々外部での
研修の機会や法人内での交流の場を作ることは
できていなかった。【継続】

どなたでも、環境が変われば不安になるため、本
人との信頼関係を作る為に、以前の暮らし、既往
歴、地域資源がどのような状況であったかを家族
等から確認した上で、本人に声掛けし耳を傾け
話を聴き要望を吸い上げるよう努めている。【継
続】
家族との連絡調整時からサービス開始に至るまで、積
極的に家族様の思いに耳を傾け、良好な関係を築くこ
とが出来るように努めている。特に働き盛りに在宅で支
えてきた家族をねぎらい、気持ちに余裕が持てる状況
をつくり、少しづつ入居する本人の気持ちに寄り添うこ
とが出来る環境を構築できるようにしている。【継続】
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に
努めている

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

26 （10） ○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

・サービス担当者会議、日頃のケア時状況、ミー
ティング等での経過から、アセスメント、課題分析
総括、モニタリングへ落としていき、課題という視
点からできること、していること、出来ている事へ
の視点で本人の自立支援や介護計画書に優先
順位として掲載し実行できるよう努めている。【継
続】

利用者・家族の意向、利用者の身体状況をもとに
作成した介護計画の援助内容に即した支援を
行っている。カンファレンスでは、日常的な利用者
の変化や課題を出し合い対応策を検討している
が、日常生活記録表に援助内容の実施ごとの記
録がない場合が見られた。

日常生活記録表には介護計画の援
助内容の実施状況を記録し、記録を
基にモニタリングし、ケアに反映させ
ることが重要である。そのため職員
は、介護計画を理解し、個別記録を適
切に記載することが望ましい。

・計画書の中での気付き、結果、改善、実行等
は、申し送り時、ミーティング、担当者会議等で話
合い、事業所の枠内にとどまらず、他の地域資
源も生かせる働きかけをし、介護計画書に反映
できるようにしている。【継続】

お客様の希望・意向は日々の関わりの中より情
報収集を行い、毎月開催しているミーティングの
中で周知徹底を図っている。また、ご本人からの
意向確認が困難である場合には家族様に協力
頂きながら情報収集を行っている。【継続】

毎日のケアの中で利用者の思いや意向を把
握し、家族の意見や意向も確認している。ま
た、困難な場合、日常生活の中での表情・行
動や仕草から推測して汲み取り、利用者本位
の支援となるよう検討している。

お客様や家族様との日々の会話の中や、近隣の友人
から情報を収集し、可能な限りその暮らし方が継続で
きるように心掛けている。特に職歴、趣味、生活動線等
は、サービスを利用されてからの習慣の継続や楽しみ
(生きがい)にも大きな影響となる為、支援しながら反応
や意欲を適宜確認している。【継続】

・まずは自宅での過ごし方がどのような過ごし方だった
のかを把握する事で生活サイクルが本人の身体にも
浸透しているため、どのようなタイミング、時間帯、シ
チュエーションであれば、意欲が発揮できるのか等、自
宅とリンクさせて支援させるように家族からも面会時や
電話等で確認し生活の把握に努めている。【継続】

お客様が日々同じ空間で同じ顔ぶれで生活をともにし
ているものの、もともとは環境、趣味、嗜好、職業等も
全く違う方々が入居されているため、状況を見ながら、
職員間で良く話し合い、お客様にも了承して頂きながら
お客様同士の良好な関係性の構築の為、職員はさり
げなく橋渡しが出来るよう対応している。【継続】

サービス終了後もこれまで築いてきた関係を大切にし
ながら、ご家族様と連絡を取るなどご本人の状況把握
に努めている。特に入院されサービス終了となったお
客様に関しては、その後も幾度か連絡を取り合う等を
行い、関係性を断ち切らないよう努めてきた。【継続】
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

30 （11） ○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築きな
がら、適切な医療を受けられるように支援している

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めている。あるいは、
そうした場合に備えて病院関係者との関係づくり
を行っている。

33 （12） ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

・入院時には市の『退院時調整ルール』を活用
し、ご家族には、名刺、介護保険証、医療保険者
証、薬手帳を一緒に病院へ持参していただける
よう、お伝えし直ぐに病院側と連携し入院時にも
退院時にも共有シートでやり取りが実施できるよ
うに仕組みづくりを構築している。退院許可が医
師から下りれば、状況把握のために病院へ出向
きスムーズな退院調整が出来るようにしている。
ただし、現在はコロナ感染措置を講じている病院
も多く、電話等で対応がほとんどである。

入居契約時に看取りについて説明を行いつつ、
体調に変化が現れて終末期が近づいてきた場合
には、家族や職員がどのように支援し、穏やかな
最期を迎えて頂けるよう、本人様の望むこと、家
族や事業所で出来る事を話合う機会を随時設け
るようにしている。【継続】

入居契約時に看取りについて説明し、利用者の意
向を把握している。利用者が重度化した際には、
主治医から説明をして頂き、事業所の「重度化し
た場合における（看取り）指針」を説明している。家
族の意向に沿って看取り支援を行う場合、看取り
介護の同意書を頂き、終末期や看取りの支援を
行っている。

AEDの操作方法や心肺蘇生術の訓練は年に1回
実施していたり、急変時の対応についても、フ
ローチャートを見ながら随時対応できる体制とし
ている。

・一人一人を支えている地域資源については、ま
だまだ情報不足といえる。本人の在宅時の状況
は把握できても、その取り巻く環境については詳
細に把握できていない。【継続】

・入居前は現在のかかりつけの病院を継続していくこと
はベースとして希望に沿った形で対応していくが、入居
後の本人や家族の受診対応が困難な状況が出てくる
ことを想定し、事前に指定協力の訪問診療医にお伝え
し次期かかりつけ医として定期の診療を行って頂ける
よう連携できている。【継続】

入居時に利用者・家族の希望に沿ってかかりつけ
医を選択してもらっている。現在は利用者全員が
協力医に変更し、毎月１回の訪問診療を受けてい
る。受診の結果・状況等は毎月の手紙で伝え、体
調変化がある場合は家族に電話で報告している。

お客様の生活の中で、気付いた症状(表面、内
面)については、逐次医療職(看護師・医師)につ
なげていき、必要時には医師の指示のもと検査
受診等の対応を行い、迅速に対応している。【継
続】

・パーソン・センター・ド・ケア(その人を中心としたケア)
の考えを取り入れ、在宅時には、どのような暮らしが
あったのかという視点から、ケアを行えるように努めて
いる。自宅滞在時の生活動線、外出時の生活動線等、
本人が内発的に意欲に繋げられる支援に努めている。
【継続】
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

35 （13） ○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
36 （14） ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

38 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

40 （15） ○食事を楽しむことのできる支援
食事に関連した作業を利用者とともに職員が行
い、一緒に食事を味わいながら利用者にとって食
事が楽しいものになるような支援を行っている

41 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

・食事量や水分量については、常時記録に残しなが
ら、促進している。但し、摂取意欲の低下がある際は多
角的な視点で見るようにしており、便秘やその他の症
状から派生していて意欲低下に繋がる要素がないか
等の経過観察を行うようにしている。また、本人の嗜好
を確認しできる限り、自発的に飲んでいただけるよう対
応している。

お客様のペースについては、出来る限り崩さず
過ごしていただけるよう支援しているが、自身か
らの希望は自発的に言える方は多くない為、職
員から開いた質問により、自分からの希望に繋
がるような声掛けの工夫をしている。【継続】

･身だしなみについては、出来る限り本人の意向
に沿うように支援している。その時の衣類の選
択、訪問理容時の意向等、本人が自身で決めら
れる機会を作る事で生活への意欲を持っていた
だけるようにしている。　【継続】

・食事に関連にした作業については、全てのお客
様ではないが、野菜切り、台拭き、味見、お盆拭
き等行っていただいている。お客様、自身から意
欲的に「やりますよ」と行われる様子が多く見られ
ている。
特に、お盆拭き等は、同じテーブル内のお客様で
楽しみながら行われる様子ある。

平日の昼食は利用者の希望を取入れた献立をも
とに利用者に手伝ってもらい一緒に作っている。
それ以外の食事はチルド食品を利用し、ご飯と味
噌汁を事業所で作っている。職員が一緒にテーブ
ルを囲み食事したり、声掛けをすることで、利用者
が食事を楽しめるように支援している。

避難訓練の機会は消防計画に沿って実施しており、災
害時対応マニュアルも作成しているため、その内容も
含め、必要時には地域の方々にご協力いただけるよ
う、地区の会長様への声かけ等は行うようにしている。
ただし、現在はコロナの影響もあり、運営推進会議も開
催できておらず、直接的な定期の話し合い等はできて
いない状況である。

コロナ禍で地域の協力を得た訓練や「消防計画」
の内容での実施はできなかったが、災害対策マ
ニュアル（BCP計画を含む）は作成され、毎月自衛
消防訓練は実施している。コロナ禍で消防署の立
会は無いが、総合訓練を1回行い、コロナや土砂
災害の机上訓練を実施し、夜間対応は動作確認
を行っただけである。備蓄は消費期限のため消費
したが逐一補充予定である。

近隣の災害時協力員が緊急連絡網に
入っていることから、通報訓練も実施して
ほしい。また、年1回の夜間想定訓練の動
作確認をしただけでは、職員が昼夜を問
わず利用者が避難できる方法を身につけ
られず、夜間想定訓練の回数を増やし実
施して欲しい。さらに、備蓄はすぐに補充
することが望まれる。

お客様が、プライドを持って行ってきた事や羞恥
心に繋がるような場面での対応については、共
感的に受け止める態度や言動を重んじ、そういう
場面が一番信頼関係を構築の可否に繋がるとな
りうることを念頭に置きながら接している。【継続】

利用者同士のトラブルがあった時やトイレ誘導や
排せつの失敗時等に、個々に応じた言葉かけや
対応を大切にし、人権の尊重とプライバシーの確
保に心掛けている。また、職員同士で注意し合え
る関係も築かれている。利用者に関わる書類は鍵
のかかるキャビネット等で保管している。

自身から、”〜したい”等と希望を表出される方は少な
いが、職員側からも閉じた質問はせず、開いた質問で
機会を増やせるようにしている。例えば、息子と話がし
たいとおっしゃる方には、職員が一緒に電話をしたり、
外の花を摘みにいきたいとおっしゃる方には一緒に
行って会話を楽しみながら、摘みに行く等小さな思いに
も耳を傾け自身から発する希望に添えるよう支援して
いる。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

42 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

43 （16） ○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

45 （17） ○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

46 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

47 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

48 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

看護職員が薬情を確認し、変更があれば介護職員に伝え、朝・昼・夕・就
寝前の医師の指示により処方された薬を提供し、それに伴うリスク等(副作
用)については随時情報共有行っている。尚、排便状況については、便秘
状況を適宜共有していき、医療職と相談しながら、下剤・それ以外の対応
でスムーズな排便につなげられるように支援している。【継続】

趣味・行事への参加・習慣となっている行動・食事での
嗜好品の提供・食事や掃除などで役割を持った生活の
実践などを行い、気分転換等の支援を行っている。又、
外出支援や畑仕事を天気の良い日に行ったり、敷地内
にでて日向ぼっこしたりする事で気分転換をしていただ
いている。【継続】

排便状況の確認は、随時実施しており、便秘時の対応は個別的に状態に
応じて、医療職が中心となり、下剤・整腸剤・乳酸菌飲料・ヨーグルト・食物
繊維・オリゴ糖等を組み合わせたり、一日の活動量の多少に伴う腸内の
蠕動運動の強弱の可能性についてもおおよその要因としながら対応する
ようにしている。また、普段運動不足傾向になりがちであり、事業所内を運
動したり、イージーウォーク等を使用しながら、腸内の働き改善を目的とし
ておこなっている。

通常は午前中が入浴時間となっているが、午後希望の方や午前中に入れ
なかった方に午後入浴を実施していただいている。また、大浴場への入浴
だけではなく、本人の希望に合わせて、個浴場での入浴をしていただき、
柔軟に対応sj否定る。また、柚子湯や菖蒲湯の季節に合ったものをお風
呂に入れたり、その時によって、入浴剤等を入れお風呂の湯の香りを変
え、楽しみとして頂くこともしている。【継続】

大浴槽や個浴（機械浴対応）があり、利用者の身体状
態・本人の希望により入浴でき、脱衣所には利用者が自
分で立ち上がれるようにセンターポジションを設置してい
る。入浴時には利用者同士や職員との会話・音楽・入浴
剤・窓から見える景色に変化をつけるため鉢植えを置い
たりと、入浴が楽しめるように支援している。

以前、ご自宅で就寝されていた時間、昼休み定
期にしていた等の生活暦がある状況では、その
生活を出来る限り継続して頂き、安心した休息と
してもらえる環境作りをしている。【継続】

・口腔衛生やケアについては、一人一人の口腔内の状
態を共有し、義歯の緩みや汚れ、口臭等の状態を確認
している。嚥下、咀嚼、唾液の状態によっても口腔ケア
用品(スポンジブラシ、口腔要ウェットティッシュ等)を使
用し対応している。又、自身でしっかり磨きやうがいが
出来るよう促進している。必要時には歯科協力医に依
頼し、訪問診療実施していただいている。【継続】

ケアの中で、一人一人の排泄の一連の動作を確認しな
がら、必要時に評価を行い、排泄時間の間隔、行動パ
ターン、排泄用具(紙パンツ、パット等)の検討を行い対
応している。又、羞恥心を伴う状況においては、扉近く
での声掛けや時間を置いての状況確認等、臨機応変
に対応している。【継続】

日常生活記録表により一人一人の排泄パターン
を把握し、声掛けのタイミング・方法を工夫し、トイ
レでの排泄を支援している。また、食事面での配
慮や体操、事業所内散歩、ペダル漕ぎなど自然な
排便も促せるよう支援している。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

49 （18） ○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

50 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

51 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

52 （19） ○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

54 （20） ○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室、或いは泊まりの部屋は、プライバシーを大切にし本人や
家族と相談しながら、居心地よく、安心して過ごせる環境整備
の配慮がされている
（グループホームの場合）利用者一人ひとりの居室について、
馴染みの物を活かしてその人らしく暮らせる部屋となるよう配
慮されている

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

建物内部でお客様の生活動線に繋がる状況に
おいて支障があれば、随時修繕依頼をしていき
環境要因でのリスクに繋がらないように対応して
いる。また、安全点検リストで１ヶ月に１回は環境
要因になるものについて点検を実施していた。

共有空間には決まった席があり、そこで気の合う方と
過ごせる空間を作っている、他に、ソファー席を準備し
ており独り、または二人で本を読んだり休んで頂けるス
ペースも用意して自分が思い思いに自発的に過ごせる
パーソナルスペースを確保でできるようにしている。（継
続）

・個室では、インテーク時より本人の自宅で安心
できる家具、配置等を確認しつつ、入居時からの
環境要因からの不安を軽減する為に、適宜職員
間、家族、本人の意向等も同時に確認しながら
対応している。
（継続）

全居室ベッド・換気扇・エアコン・スプリンク
ラー・熱感知器が整備され、畳や布団も選択
することができる。自宅で使っていたタンスや
写真・感謝状等、愛着のある物を持ち込み、
壁には職員と一緒に作った装飾も飾られ、そ
の人らしく暮らせる部屋となるよう配慮されて
いる。

お金を所持したり、現金をその場で本人に
支払っていただく機会を設けられていない。

・電話については、本人が”電話をさせてくだ
さい”というときは出来るような状況としてい
る。

共有空間については、狭小スペースであるが、お客様
の関係性や生活動線(排泄、歩行状況、居室までの距
離)等を随時生活の中で確認し、お客様に声掛けしな
がら対応している。又、居室内の空間作りは、自宅で生
活されていたときの写真や箪笥等の自身が大切にされ
ていたものをお持ち頂き、心の安心感をもって生活でき
る空間作りが出来るよう支援している。

共用空間は利用者の動線を優先し、歩行の
妨げにならいよう配置を工夫している。利用
者の作品・行事のお便り・共同制作した季節
の装飾が掲示されている。月1回法人の大掃
除が入り、温度・湿度・換気・消毒等を職員が
管理している。

日中はかぎを開けており、いつでも外に出られる
ような対応としている。本人の希望があれば、職
員が一緒に同行したり、中庭に出て草むしりや収
穫を行う等少しでも外に出られる機会としてい
た。

コロナ禍で同法人のグループホームや家族
と出かけたりすることはできなかったが、敷地
内の散歩や野菜作りのため日常的に屋外へ
出ている。また、花見や田んぼアート、紅葉
狩り等、季節ごとの外出を楽しめるよう支援し
ている。
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